
全 タク 連 発第 ２号
令 和６ 年 ４月 １日

協 会 長 各 位

一般社団法人
全国ハイヤー・タクシー連合会
会 長 川 鍋 一 朗

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」等の一部改正について

国土交通省は、本年３月２９日付で遠隔点呼・自動点呼に係る要件等について、

「旅客自動車運送事業運輸規則」等の省令・告示の一部改正を実施したこと並びに

本年４月１日から適用される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

（平成元年労働省告示第７号。いわゆる「改善基準告示 ）の新基準を踏まえ、」。

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」を一部改正した旨、別添

のとおり全タク連に対し周知依頼がありました。

つきましては、了知されるとともに傘下会員に対し周知をお願いいたします。

記

別添１ 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正に

ついて

別添２ 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部

を改正する省令

別添３ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方

法を定める告示の一部を改正する告示

別添４ 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関

する実施要領の一部を改正する告示

別添５ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示

参考１ 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について （全文）」

参考２ 遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント

参考３ 遠隔点呼の実施に係る届出書

以上



 

国自安第 179号の２ 

国自旅第 429号の２ 

国自整第 280号の２ 

令和６年３月２９日 

 

  一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿 

 

                            物流・自動車局 安全政策課長 

                                             旅 客 課 長 

                                    自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車交通部長、自動車監査指導部長、自動

車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達しましたので、了知いただくととも

に、貴会傘下会員（地方実施機関）に対し周知方お願いいたします。 

なお、本年４月１日から適用される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

（平成元年労働省告示第７号。いわゆる「改善基準告示」。）の新基準を踏まえ、引き続

き乗務時間を正確に把握し、運転者の適切な労務管理や健康管理が行われるよう、貴会傘

下会員に対し、併せて周知方お願いいたします。 
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別添１



 

国 自 安 第 1 7 9 号 

国 自 旅 第 4 2 9 号 

国 自 整 第 2 8 0 号 

令和６年３月２９日 

 

各地方運輸局自動車交通部長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長  殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖縄総合事務局運輸部長 

 

                            物流・自動車局 安全政策課長 

                                             旅 客 課 長 

                                    自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

 

今般、「旅客自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（平成 14年１月 30

日付け国自総第 446号、国自旅第 161号、国自整第 149号）」の一部を別添新旧対照表の

とおり改正するとともに、付属様式を改正するため、事務処理上、遺漏なきよう取り計ら

われたい。 

 

別添 



 
-
 
1 
- 

○
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
運

輸
規

則
の

解
釈

及
び
運

用
に

つ
い

て
（

平
成

1
4
年

1
月

3
0
日
付
け

国
自
総

第
4
4
6
号

、
国
自

旅
第

1
6
1
号

、
国

自
整

第
1
4
9
号

）
 

 
※

本
文

の
み

 

改
 

 
 

 
正

 
現

 
 

 
 
行

 

制
 

 
定

 
平

成
1
4
年

 
1
月

3
0
日

 
 

国
自

総
第

 
4
4
6
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
自

旅
第

 
1
6
1
号

 

国
自

整
第

 
1
4
9
号

 

最
終

改
正

 
令

和
6
年

3
月

2
9
日

 
 

国
自
安

第
 
1
7
9
号

 

国
自

旅
第

 
4
2
9
号

 

国
自

整
第

 
2
8
0
号

 

制
 

 
定

 
平

成
1
4
年

 
1
月

3
0
日

 
 

国
自

総
第

 
4
4
6
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
自

旅
第

 
1
6
1
号

 

国
自

整
第

 
1
4
9
号

 

最
終

改
正

 
令

和
5
年

1
1
月

8
日

 
 

国
自
安

第
 
 
9
9
号

 

国
自

旅
第

 
2
0
9
号

 

国
自

整
第

 
1
5
0
号

 

第
2
1
条

 
過

労
防

止
等

 
第

2
1
条

 
過

労
防

止
等

 

(
1
)
 
勤

務
時
間

及
び
乗

務
時

間
（

第
1
項
）

 

 
事

業
者

が
運

転
者

（
個

人
事

業
主
、

同
居

の
親

族
及
び

法
人

の
業

務
を

執
行

す
る
役

員
（
い

か
な

る
名

称
に

よ
る

か
を

問
わ

ず
、
こ

れ
と

同
等

以
上
の

職
権

又
は

支
配

力
を

有
す
る

者
を
含

む
。

以
下

「
事

業
主

等
」

と
い

う
。
）

が
運

転
す

る
場
合

に
は

、
当

該
者

を
含

む
。
）

の
勤
務

時
間

及
び

乗
務

時
間

を
定

め
る

と
き
の

具
体

的
な

基
準
は

、
「

旅
客

自
動

車
運

送
事
業

運
輸

規

則
第

2
1
条
第

1
項
の

規
定
に

基
づ

き
、
事

業
用
自

動
車

の
運

転
者

の
勤

務
時

間
及
び

乗
務

時
間

に
係

る
基

準
」
（

平
成

1
3
年

国
土

交
通

省
告

示
第

1
6
7
5
号
。
以

下
「
勤

務
時

間
等

基
準
告

示
」

と
い

う
。

）
及

び
「

自
動

車
運

転
者
の

労
働

時
間

等
の
改

善
の

た
め

の
基

準
の

一
部
改

正
等
に

つ
い

て
」
（

令
和

4
年

1
2
月

2
3
日
付

け
基

発
1
2
2
3
第

3
号

）
と
す

る
。
な

お
、
事

業
主

等
が

運
転

者
と

し
て

選
任

さ
れ

る
場

合
の
拘

束
時

間
は

、
「
自

動
車

運
転

者
の

労
働

時
間
等

の
改
善

の
た

め
の

基
準

」
（

平
成

元
年

労
働
省

告
示

第
７

号
。
以

下
「

改
善

基
準

告
示

」
と
い

う
。
）

で
定

め
る

労
使

協
定

の
締

結
に

よ
り
延

長
す

る
こ

と
が
で

き
る

範
囲

を
超

え
な

い
も
の

と
し
、

当
該

労
使

協
定

の
締

結
を

行
っ

て
い
な

い
場

合
に

あ
っ
て

も
、

当
該

労
使

協
定

に
よ
り

延
長
す

る
こ

と
が

で
き

る
範
囲

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る
こ

と
と

す
る

。
  

(
1
)
 
勤

務
時
間

及
び
乗

務
時

間
（

第
1
項
）

 

 
事

業
者

が
運

転
者

（
個

人
事

業
主
、

同
居

の
親

族
及
び

法
人

の
業

務
を

執
行

す
る
役

員
（
い

か
な

る
名

称
に

よ
る

か
を

問
わ

ず
、
こ

れ
と

同
等

以
上
の

職
権

又
は

支
配

力
を

有
す
る

者
を
含

む
。

以
下

「
事

業
主

等
」

と
い

う
。
）

が
運

転
す

る
場
合

に
は

、
当

該
者

を
含

む
。
）

の
勤
務

時
間

及
び

乗
務

時
間

を
定

め
る

と
き
の

具
体

的
な

基
準
は

、
「

旅
客

自
動

車
運

送
事
業

運
輸

規

則
第

2
1
条
第

1
項
の

規
定
に

基
づ

き
、
事

業
用
自

動
車

の
運

転
者

の
勤

務
時

間
及
び

乗
務

時
間

に
係

る
基

準
」
（

平
成

1
3
年

国
土

交
通

省
告

示
第

1
6
7
5
号
。
以

下
「
勤

務
時

間
等

基
準
告

示
」

と
い

う
。

）
の

ほ
か

、
「

一
般

乗
用
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
以

外
の

事
業

に
従

事
す
る

自
動
車

運
転

者
の

特
例

に
つ
い

て
」
（

平
成

元
年

3
月

1
日
付

け
基

発
第

9
2
号
）
及

び
「

自
動

車
運
転

者
の

労
働

時
間

等
の
改

善
の

た
め

の
基

準
に

つ
い
て

」
（

平
成

元
年

3
月

1
日
付

け
基

発
第

9
3

号
）

と
す

る
。

な
お

、
事

業
主

等
が
運

転
者

と
し

て
選
任

さ
れ

る
場

合
の

拘
束

時
間
は

、
「
自

動
車

運
転

者
の

労
働

時
間

等
の

改
善
の

た
め

の
基

準
」
（

平
成

元
年

労
働

省
告

示
第
７

号
。
以

下
「

改
善

基
準

告
示

」
と

い
う

。
）
で

定
め

る
労

使
協
定

の
締

結
に

よ
り

延
長

す
る
こ

と
が
で

き
る

範
囲

を
超

え
な
い

も
の

と
す

る
こ

と
と

す
る

。
  

(
2
)
 
営

業
所
等

の
休
憩

施
設

及
び

睡
眠

・
仮

眠
施
設

（
第

2
項
）

  
(
2
)
 
営

業
所
等

の
休
憩

施
設

及
び

睡
眠

・
仮

眠
施
設

（
第

2
項
）

  

①
 
(
略

)
 

①
 
(
略

)
 

②
 

「
そ

の
他

営
業

所
又

は
自

動
車
車

庫
付

近
の

適
切
な

場
所

」
と

は
、

営
業

所
及
び

自
動
車

車
庫

の
い

ず
れ

か
ら
も

直
線

で
2
k
m
の

範
囲

内
の

場
所

を
い
う

。
た

だ
し

、
法
人

タ
ク

シ
ー

事
業

（
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
の

う
ち

、
個

人
タ

ク
シ
ー

事
業

で
な

い
も

の
。
以

下
同

じ
。

）
者

に
あ
っ

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な
い

。
 

②
 

「
そ

の
他

営
業

所
又

は
自

動
車
車

庫
付

近
の

適
切
な

場
所

」
と

は
、

営
業

所
及
び

自
動
車

車
庫

の
い

ず
れ

か
ら
も

直
線

で
2
k
m
の

範
囲

内
の

場
所

を
い
う

。
た

だ
し

、
法
人

タ
ク

シ
ー

事
業

（
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
の

う
ち

、
個

人
タ

ク
シ
ー

事
業

で
な

い
も

の
。
以

下
同

じ
。

）
者

に
お

い
て

遠
隔

点
呼
が

行
わ

れ
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い
。

 



 
-
 
2 
- 

③
・

④
 
（

略
）

 
③
・

④
 
（

略
）

 

(
3
)
～

(
5
)
 
(
略

)
 

(
3
)
～

(
5
)
 
(
略

)
 

(
6
)
 
交

替
運
転

者
の
配

置
（

第
6
項

）
  

(
6
)
 
交

替
運
転

者
の
配

置
（

第
6
項

）
  

①
 

「
運

転
者

が
長

距
離

運
転

又
は
夜

間
の

運
転

に
従
事

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
疲
労

等
に
よ

り
安

全
な

運
転

を
継

続
す

る
こ

と
が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
と
き

」
と

は
、

運
転

者
の
体

調
等

を
考

慮
し

て
個

別
に

判
断

す
る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
が

、
次
の

い
ず

れ
か

の
場

合
が
こ

れ
に

該
当

す
る

。
 

①
 

「
運

転
者

が
長

距
離

運
転

又
は
夜

間
の

運
転

に
従
事

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
疲
労

等
に
よ

り
安

全
な

運
転

を
継

続
す

る
こ

と
が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
と
き

」
と

は
、

運
転

者
の
体

調
等

を
考

慮
し

て
個

別
に

判
断

す
る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
が

、
次
の

い
ず

れ
か

の
場

合
が
こ

れ
に

該
当

す
る

。
 

イ
.
 
勤

務
時
間

等
基

準
告

示
で
定

め
ら

れ
た

次
の

よ
う

な
条
件

を
超

え
て

引
き

続
き

運
行
す

る
場

合
 

(
イ

)
拘

束
時
間

が
1
5
時

間
を

超
え

る
場

合
 

(
ロ

)
運

転
時
間

が
2
日
を

平
均
し

て
1
日

9
時

間
を

超
え

る
場

合
 

(
ハ

)
連

続
運
転

時
間
が

4
時

間
を

超
え

る
場

合
 

イ
.
 
勤

務
時
間

等
基

準
告

示
で
定

め
ら

れ
た

次
の

よ
う

な
条
件

を
超

え
て

引
き

続
き

運
行

す

る
場

合
 

(
イ

)
拘

束
時
間

が
1
6
時

間
を

超
え

る
場

合
 

(
ロ

)
運

転
時
間

が
2
日
を

平
均
し

て
1
日

9
時

間
を

超
え

る
場

合
 

(
ハ

)
連

続
運
転

時
間
が

4
時

間
を

超
え

る
場

合
 

ロ
.
 
(
略

)
 

ロ
.
 
(
略

)
 

 
 

高
速

乗
合

バ
ス

及
び
貸

切
バ

ス
の

交
替

運
転

者
の
配

置
基

準
に

つ
い

て
 

高
速

乗
合

バ
ス

及
び
貸

切
バ

ス
の

交
替

運
転

者
の
配

置
基

準
に

つ
い

て
 

1
.
 
(
略

)
 

1
.
 
(
略

)
 

2
.
 
高

速
乗

合
バ
ス

及
び

貸
切

バ
ス

の
交

替
運

転
者
の

配
置

基
準

 

高
速

乗
合

バ
ス

及
び
貸

切
バ

ス
に

あ
っ

て
は

、
以
下

に
定
め

る
実

車
距

離
、
運

転
時

間
等
の

条
件

を
超

え
て

引
き
続

き
運

行
す

る
場

合
に

は
、
あ

ら
か
じ

め
、
交

替
運

転
者

を
配

置
し
て

お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
な

お
、
1
人

の
運

転
者
の

1
日

の
乗
務

が
、
夜

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
又

は
昼

間
ワ

ン
マ

ン
運
行

の
い

ず
れ

か
一

運
行

の
み
の

場
合

に
は

、
そ
れ

ぞ
れ
夜

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
又

は
昼

間
ワ

ン
マ
ン

運
行

に
係

る
規

定
を

適
用
す

る
こ

と
と

し
、

1
人

の
運
転

者
が
同

じ
1

日
の

乗
務

の
中

で
、
2
つ

以
上

の
運

行
に

乗
務

す
る
場

合
に

は
、
夜

間
ワ

ン
マ
ン

運
行

又
は
昼

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
に

係
る

規
定

に
加

え
、

1
日

の
乗

務
に

係
る

規
定

も
適

用
す

る
こ

と
と

す

る
。

  

2
.
 
高

速
乗

合
バ
ス

及
び

貸
切

バ
ス

の
交

替
運

転
者
の

配
置

基
準

 

高
速

乗
合

バ
ス

及
び
貸

切
バ

ス
に

あ
っ

て
は

、
以
下

に
定
め

る
実

車
距

離
、
運

転
時

間
等
の

条
件

を
超

え
て

引
き
続

き
運

行
す

る
場

合
に

は
、
あ

ら
か
じ

め
、
交

替
運

転
者

を
配

置
し
て

お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
な

お
、
1
人

の
運

転
者
の

1
日

の
乗
務

が
、
夜

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
又

は
昼

間
ワ

ン
マ

ン
運
行

の
い

ず
れ

か
一

運
行

の
み
の

場
合

に
は

、
そ
れ

ぞ
れ
夜

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
又

は
昼

間
ワ

ン
マ
ン

運
行

に
係

る
規

定
を

適
用
す

る
こ

と
と

し
、

1
人

の
運
転

者
が
同

じ
1

日
の

乗
務

の
中

で
、
2
つ

以
上

の
運

行
に

乗
務

す
る
場

合
に

は
、
夜

間
ワ

ン
マ
ン

運
行

又
は
昼

間
ワ

ン
マ

ン
運

行
に

係
る

規
定

に
加

え
、

1
日

の
乗

務
に

係
る

規
定

も
適

用
す

る
こ

と
と

す

る
。

  

 
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
4
)
乗

務
中

の
体
調

報
告

 
次

の
イ

又
は

ロ
の

運
行

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

実

次
の

イ
又

は
ロ

の
運

行
を

行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

実

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
4
)
乗

務
中

の
体
調

報
告

 
次

の
イ

又
は

ロ
の

運
行

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

実

次
の

イ
又

は
ロ

の
運

行
を

行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

実



 
-
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車
距

離
に

お
い

て
、

運
転

者

は
所

属
す

る
営

業
所

の
運

行

管
理

者
又

は
補

助
者

（
こ

の

表
に

お
い

て
「

運
行

管
理

者

等
」

と
い

う
。

）
に

電
話

等

で
連

絡
し

、
体

調
報

告
を

行

う
と

と
も

に
、

当
該

運
行

管

理
者

等
は

そ
の

結
果

を
記

録

し
、

か
つ

、
そ

の
記

録
を

1

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
な

お
、

当
該

記
録

に

つ
い

て
は

、
書

面
又

は
電

磁

的
方

法
に

よ
る

記
録

・
保

存

の
い

ず
れ

で
も

差
し

支
え

な

い
。

 

 
イ

・
ロ

 
（

略
）

 

車
距

離
に

お
い

て
、

運
転

者

は
所

属
す

る
営

業
所

の
運

行

管
理

者
等

に
電

話
等

で
連

絡

し
、

体
調

報
告

を
行

う
と

と

も
に

、
当

該
運

行
管

理
者

等

は
そ

の
結

果
を

記
録

し
、

か

つ
、

そ
の

記
録

を
1
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
お

、
当

該
記

録
に

つ
い

て

は
、

書
面

又
は

電
磁

的
方

法

に
よ

る
記

録
・

保
存

の
い

ず

れ
で

も
差

し
支

え
な
い

。
 

    
イ

・
ロ

 
（

略
）

 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

 

車
距

離
に

お
い

て
、

運
転

者

は
所

属
す

る
営

業
所

の
運

行

管
理

者
又

は
補

助
者

（
こ

の

表
に

お
い

て
「

運
行

管
理

者

等
」

と
い

う
。

）
に

電
話

等

で
連

絡
し

、
体

調
報

告
を

行

う
と

と
も

に
、

当
該

運
行

管

理
者

等
は

そ
の

結
果

を
記

録

し
、

か
つ

、
そ

の
記

録
を

1

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
な

お
、

当
該

記
録

に

つ
い

て
は

、
書

面
又

は
電

磁

的
方

法
に

よ
る

記
録

・
保

存

の
い

ず
れ

で
も

差
し

支
え

な

い
。

 

 
イ

・
ロ

 
（

略
）

 

車
距

離
に

お
い

て
、

運
転

者

は
所

属
す

る
営

業
所

の
運

行

管
理

者
等

に
電

話
等

で
連

絡

し
、

体
調

報
告

を
行

う
と

と

も
に

、
当

該
運

行
管

理
者

等

は
そ

の
結

果
を

記
録

し
、

か

つ
、

そ
の

記
録

を
1
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
お

、
当

該
記

録
に

つ
い

て

は
、

書
面

又
は

電
磁

的
方

法

に
よ

る
記

録
の

い
ず

れ
で

も

差
し

支
え

な
い

。
 

    
イ

・
ロ

 
（

略
）

 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

 

②
 
(
略

)
 

②
 
(
略

)
 

(
7
)
 
(
略

)
 

(
7
)
 
(
略

)
 

 
 

第
2
4
条

 
点

呼
等

 
第

2
4
条

 
点

呼
等

 

(
1
)
 
業

務
前
、

業
務
途

中
及

び
業

務
後

の
点

呼
等
の

実
施

（
第

1
項

か
ら

第
3
項
ま

で
）

 
(
1
)
 
業

務
前
、

業
務
途

中
及

び
業

務
後

の
点

呼
等
の

実
施

（
第

1
項

か
ら

第
3
項
ま

で
）

 

①
・

②
 
(
略

)
 

①
・

②
 
(
略

)
 

③
 

「
対

面
に

よ
る

点
呼

と
同

等
の
効

果
を

有
す

る
も
の

と
し

て
国

土
交

通
大

臣
が
定

め
る
方

法
」

と
は

、
以

下
を
い

う
。

 

     

③
 
「

対
面

に
よ

る
点

呼
と
同

等
の

効
果

を
有

す
る
も

の
と

し
て

国
土

交
通

大
臣
が

定
め

る
方

法
」

と
は

、
「

対
面

に
よ

る
点

呼
と

同
等

の
効

果
を

有
す

る
も

の
と

し
て

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

方
法

を
定

め
る

告
示
（

令
和

５
年
国

土
交

通
省

告
示

第
2
6
6
号

。
以
下
「

点
呼

告
示

」
と

い
う

。
）
」

に
お

い
て

規
定

す
る

遠
隔

点
呼

及
び

業
務

後
自

動
点

呼
の

他
、

輸
送

の
安

全
及

び
旅

客
の

利
便

の
確

保
に

関
す

る
取

組
が

優
良

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
営

業
所

に
お

い
て

、
当

該
営

業
所

の
管

理
す

る
点

呼
機

器
を

用
い

、
及

び
当

該
機

器
に

備
え

ら
れ

た
カ

メ
ラ

、
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
等

に
よ

っ
て

、
運

行
管

理
者

等
が

運
転

者
の

酒
気

帯
び

の
有

無
、

疾
病

、
疲

労
、

睡
眠

不
足

等
の

状
況



 
-
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・
「

対
面

に
よ

る
点

呼
と

同
等
の

効
果

を
有

す
る

も
の

と
し
て

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る
方

法
を

定
め

る
告

示
（
令

和
５

年
国

土
交

通
省

告
示

第
2
6
6
号
。

以
下

「
点

呼
告
示

」
と

い

う
。

）
」

に
お

い
て
規

定
す

る
遠

隔
点

呼
及

び
業
務

後
自

動
点

呼
 

・
輸

送
の

安
全

及
び

旅
客

の
利
便

の
確

保
に

関
す

る
取

組
が
優

良
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る
営

業
所

に
お

い
て

、
当

該
営

業
所
の

管
理

す
る

点
呼

機
器

を
用
い

、
及

び
当

該
機

器
に

備
え

ら
れ

た
カ

メ
ラ

、
デ

ィ
ス

プ
レ
イ

等
に

よ
っ

て
、

運
行

管
理
者

等
が

運
転

者
の

酒
気

帯
び

の
有

無
、

疾
病

、
疲

労
、

睡
眠
不

足
等

の
状

況
を

随
時

確
認
で

き
、

か
つ

、
運

転
者

の
酒

気
帯

び
の

状
況

に
関

す
る

測
定
結

果
を

、
自

動
的

に
記

録
及
び

保
存

す
る

と
と

も
に

当
該

運
行

管
理

者
等

が
当
該

測
定

結
果

を
直

ち
に

確
認
で

き
る

方
法

 

・
 一

人
で

事
業
を

行
っ
て

い
る
場

合
は
、

ア
ル
コ

ー
ル

検
知
器

を
使

っ
た

酒
気
帯

び
有

無
の

確
認

や
車

両
の

日
常
点

検
等
、
第

2
4
条
各

号
で
定

め
る

事
項

を
自

ら
確

認
し

、
運
行

の
可

否
を

判
断

す
る

方
法

 

を
随

時
確

認
で

き
、

か
つ

、
運

転
者

の
酒

気
帯

び
の

状
況

に
関

す
る

測
定

結
果

を
、

自
動

的
に

記
録

及
び

保
存

す
る

と
と

も
に

当
該

運
行

管
理

者
等

が
当

該
測

定
結

果
を

直
ち

に
確

認
で

き
る

方
法

を
い

う
。

 

（
新

設
）

 

  

（
新

設
）

 

     

（
新

設
）

 

④
 
(
略

)
 

④
 
(
略

)
 

⑤
 

③
の

方
法

に
よ

る
点

呼
を

実
施
す

る
場

合
は

、
以
下

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
行

う
も
の

と
す

る
。

 

(
ⅰ

)
～

(
ⅱ

)
 
(
略

)
 

⑤
 

③
の

方
法

に
よ

る
点

呼
を

実
施
す

る
場

合
は

、
以
下

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
行

う
も
の

と
す

る
。

 

(
ⅰ

)
～

(
ⅱ

)
 
(
略

)
 

(
ⅲ

)
 遠

隔
点

呼
の
実

施
に

係
る
留

意
事

項
点

呼
告
示

第
6
条
第

2
号
に

お
い
て

ビ
デ

オ
カ
メ

ラ
そ

の
他

の
撮

影
機

器
に

よ
る
確

認
を

求
め

て
い

る
の

は
、
な

り
す

ま
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

検
知

器
の

不
正

使
用

及
び

所
定
の

場
所

以
外

で
の

遠
隔

点
呼
の

実
施

を
防

止
す

る
趣

旨
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
遠

隔
点

呼
実
施

場
所

の
天

井
に

監
視

カ
メ
ラ

を
備

え
る

等
の

対
応

が
で

き
な

い
場

合
は

、
運

行
管

理
者
等

が
、

ア
ル

コ
ー

ル
検

知
器
使

用
時

に
運

転
者

等
の

全
身

や
そ

の
周

囲
を

随
時

、
明

瞭
に
確

認
で

き
れ

ば
、

ク
ラ

ウ
ド
型

ド
ラ

イ
ブ

レ
コ

ー
ダ

ー
、

ノ
ー

ト
パ

ソ
コ

ン
に
内

蔵
さ

れ
て

い
る

W
e
b
カ

メ
ラ

、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

等
を
使

用
し

て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

（
新

設
）

 

(
ⅳ

)
 
遠
隔

点
呼
を

実
施

す
る

場
合

等
に

お
け

る
運
輸

支
局

長
等

へ
の

届
出

関
係

 
(
ⅲ

)
 
遠
隔

点
呼
を

実
施

す
る

場
合

等
に

お
け

る
運
輸

支
局

長
等

へ
の

届
出

関
係

 

ア
～

ウ
 
 
(
略

)
 

ア
～

ウ
 
(
略

)
 

(
ⅴ

)
 
業
務

後
自
動

点
呼

の
実

施
に

係
る

留
意

事
項

 
(
ⅳ

)
 
業
務

後
自
動

点
呼

の
実

施
に

係
る

留
意

事
項

 

業
務

後
自

動
点

呼
を

実
施

し
よ
う

と
す

る
事

業
者

に
は

、
「
業

務
後

自
動

点
呼

機
器

認
定

業
務

後
自

動
点

呼
を

実
施

し
よ
う

と
す

る
事

業
者

に
は

、
「
業

務
後

自
動

点
呼

機
器

認
定



 
-
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要
領

（
令

和
５

年
３
月

3
1
日

付
 
国

自
安

第
1
6
0
号
）

」
に

基
づ

き
、

国
土

交
通
省

の
認

定

を
受

け
た

自
動

点
呼

機
器

を
使
用

す
る

よ
う

指
導
す

る
こ

と
。

 

点
呼

告
示

第
1
0

条
に
お

い
て
ビ

デ
オ

カ
メ

ラ
そ

の
他

の
撮
影

機
器

に
よ

る
確

認
を

求
め

て
い

る
の

は
、

な
り

す
ま

し
、
ア

ル
コ

ー
ル

検
知

器
の

不
正
使

用
及

び
所

定
の

場
所

以
外
で

の
業

務
後

自
動

点
呼

の
実

施
を
防

止
す

る
趣

旨
で

あ
る

こ
と
か

ら
、

業
務

後
自

動
点

呼
実
施

場
所

の
天

井
に

監
視
カ

メ
ラ

を
備

え
る

等
の

対
応
が

で
き

な
い

場
合

は
、
運
行

管
理
者

等
が
、

業
務

後
自

動
点

呼
機

器
操

作
時
の

様
子

及
び

ア
ル

コ
ー

ル
検

知
器

使
用
時

の
運

転
者

等
の
全

身
や

そ
の

周
囲

を
業

務
後

自
動
点

呼
実

施
中

又
は

終
了

後
に
明

瞭
に

確
認

で
き

れ
ば

、
ド
ラ

イ
ブ

レ
コ

ー
ダ

ー
、
ノ

ー
ト

パ
ソ

コ
ン

に
内

蔵
さ
れ

て
い

る
W
e
b
カ

メ
ラ

、
ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
等

を
使

用
し

て
も
差

し
支

え
な

い
。

 

要
領

（
令

和
５

年
３
月

3
1
日

付
 
国

自
安

第
1
6
0
号
）

」
に

基
づ

き
、

国
土

交
通
省

の
認

定

を
受

け
た

自
動

点
呼
機

器
を

使
用

す
る

よ
う

指
導
す

る
こ

と
。

 

(
ⅵ

)
 
業
務

後
自
動

点
呼

を
実

施
す

る
場

合
等

に
お
け

る
運

輸
支

局
長

等
へ

の
届
出

関
係

 
(
ⅴ

)
 
業
務

後
自
動

点
呼

を
実

施
す

る
場

合
等

に
お
け

る
運

輸
支

局
長

等
へ

の
届
出

関
係

 

ア
～

ウ
 
(
略

)
 

ア
～

ウ
 
(
略

)
 

(
2
)
 
(
略

)
 

(
2
)
 
(
略

)
 

(
3
)
 
業

務
前
、

業
務
後

及
び

業
務

途
中

の
点

呼
等

の
記

録
等
（

第
5
項
）

 
(
3
)
 
業

務
前
、

業
務
後

及
び

業
務

途
中

の
点

呼
等
の

記
録

等
（

第
5
項
）

 

点
呼

の
確

実
な

励
行

を
図

る
た

め
、

点
呼

を
行

っ
た

旨
並

び
に

報
告

及
び

指
示

の
内

容
を

記

録
し

、
か

つ
、

そ
の
記

録
の

保
存

を
1
年
間

（
一

般
貸

切
旅
客

自
動

車
運

送
事
業

者
に

あ
つ

て

は
3
年

間
）
義

務
付

け
た

も
の
で

あ
る

が
、

点
呼
等

の
際

に
は

、
次

の
①

～
③
の

事
項

に
つ

い

て
記

録
し

て
お

く
こ

と
。

ま
た

、
点
呼

告
示

に
規

定
さ
れ

る
点

呼
を

行
っ

た
際

に
は
、

当
該
告

示
に

基
づ

き
、

次
の

④
の

事
項

に
つ
い

て
も

記
録

し
て
お

く
こ

と
。

な
お

、
点

呼
を
行

っ
た
旨

並
び

に
報

告
及

び
指

示
の

内
容

の
記
録

、
保

存
に

つ
い
て

は
、

「
運

行
記

録
計

に
よ
る

記
録

等

の
電

磁
的

方
法

に
よ
る

記
録

・
保

存
の

取
扱

い
に
つ

い
て

」
（

平
成

1
0
年

3
月

3
1
日

付
け

自

環
第

7
2
号
）
に

よ
ら

ず
、
書

面
又

は
電

磁
的

方
法
に

よ
る

記
録
・
保

存
の
い

ず
れ
で

も
差
し

支

え
な

い
。

た
だ

し
、

一
般

貸
切

旅
客
自

動
車

運
送

事
業
者

に
あ

つ
て

は
、

書
面

で
は
な

く
電
磁

的
方

法
に

よ
る

記
録
の

保
存

を
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

一
般

貸
切

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者
に

よ
る

電
磁

的
記

録
の

保
存
に

は
、

点
呼

記
録

を
シ

ス

テ
ム

に
入

力
し

て
即

座
に

自
動

的
に
保

存
さ

れ
る

も
の
の

み
な

ら
ず

、
パ

ソ
コ

ン
の

表
計

算
ソ

フ
ト

等
で

入
力

し
た

も
の

を
改

ざ
ん
が

容
易

で
な

い
方
法

で
保

存
す

る
こ

と
や

、
手
書

き
の
点

呼
記

録
簿

等
を

ス
キ

ャ
ナ

（
ス

マ
ー
ト

フ
ォ

ン
や

デ
ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

含
む

）
で

読
み
取

っ
た
形

式
で

保
存

す
る

こ
と

を
含

む
。

い
ず
れ

の
記

録
に

お
い
て

も
、

改
ざ

ん
が

容
易

で
な
い

形
で

保

存
す

る
作

業
は

、
点
呼

を
実

施
し

た
日

か
ら

1
週
間

以
内

に
保

存
す

る
こ

と
。

 

点
呼

の
確

実
な

励
行

を
図

る
た

め
、
点

呼
を

行
っ

た
旨

並
び

に
報
告

及
び

指
示

の
内

容
を

記

録
し

、
か

つ
、

そ
の
記

録
の

保
存

を
1
年
間

（
一

般
貸

切
旅
客

自
動

車
運

送
事
業

者
に

あ
つ

て

は
3
年

間
）
義

務
付

け
た

も
の
で

あ
る

が
、

点
呼
等

の
際

に
は

、
次

の
①

～
③
の

事
項

に
つ

い

て
記

録
し

て
お

く
こ

と
。

ま
た

、
点
呼

を
行

っ
た

旨
並
び

に
報

告
及

び
指

示
の

内
容
の

記
録
、

保
存

に
つ

い
て

は
、

「
運

行
記

録
計
に

よ
る

記
録

等
の
電

磁
的

方
法

に
よ

る
記

録
・
保

存
の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
0
年

3
月

3
1
日

付
け

自
環
第

7
2
号
）
に
よ

ら
ず

、
書
面

又
は

電
磁

的
方

法
に

よ
る

記
録

・
保

存
の

い
ず
れ

で
も

差
し

支
え
な

い
。

た
だ

し
、

一
般

貸
切
旅

客
自
動

車
運

送
事

業
者

に
あ

つ
て

は
、

書
面
で

は
な

く
電

磁
的
方

法
に

よ
る

記
録

の
保

存
を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
般

貸
切

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者
に

よ
る

電
磁

的
記

録
の

保
存
に

は
、

点
呼

記
録

を
シ

ス

テ
ム

に
入

力
し

て
即

座
に

自
動

的
に
保

存
さ

れ
る

も
の
の

み
な

ら
ず

、
パ

ソ
コ

ン
の
表

計
算
ソ

フ
ト

等
で

入
力

し
た

も
の

を
改

ざ
ん
が

容
易

で
な

い
方
法

で
保

存
す

る
こ

と
や

、
手
書

き
の
点

呼
記

録
簿

等
を

ス
キ

ャ
ナ

（
ス

マ
ー
ト

フ
ォ

ン
や

デ
ジ

タ
ル

カ
メ
ラ

含
む

）
で

読
み
取

っ
た
形

式
で

保
存

す
る

こ
と

を
含

む
。

い
ず
れ

の
記

録
に

お
い
て

も
、

改
ざ

ん
が

容
易

で
な
い

形
で
保

存
す

る
作

業
は

、
点
呼

を
実

施
し

た
日

か
ら

1
週
間

以
内

に
保

存
す

る
こ

と
。

 

 

①
～

③
 
(
略

)
 

①
～

③
 
(
略

)
 



 
-
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④
 

点
呼

告
示

に
基

づ
く

点
呼

等
の
記

録
等

に
つ

き
、
運

転
者

等
が

点
呼

を
受

け
る
場

所
と
し

て
あ

ら
か

じ
め

定
め
た

場
所

と
し

て
、

以
下

の
と
お

り
記

録
す

る
よ

う
指

導
す
る

こ
と

。
 

（
例

）
○

○
県
×
×
市

 
△

△
（

実
施

場
所

概
要
：

車
内

、
宿

泊
施

設
名

等
）

 

（
新

設
）

 

 
 

第
2
6
条

 
運

行
記

録
計

に
よ

る
記

録
  

第
2
6
条

 
運

行
記

録
計

に
よ

る
記

録
  

(
1
)
～

(
4
)
 
(
略

)
 

(
1
)
～

(
4
)
 
(
略

)
 

(
5
)
 

運
行

記
録
計
（

国
土

交
通
大

臣
が

行
う

型
式
の

認
定

を
受

け
た

デ
ジ

タ
ル
式

運
行

記
録

計
又

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
デ

ジ
タ

ル
式

運
行

記
録

計
に

よ
る

も
の

に

限
る

。
）
に

よ
る

記
録
・
保

存
に
つ

い
て

は
、
「

運
行

記
録

計
に

よ
る

記
録

等
の
電

磁
的

方
法

に
よ

る
記

録
・
保
存

の
取

扱
い
に

つ
い

て
」
に
よ

ら
ず
、
書

面
又

は
電

磁
的

方
法
に

よ
る

記
録

・
保

存
の

い
ず

れ
で
も

差
し

支
え

な
い

（
一

般
貸
切

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者
に

あ
つ

て
は

、

電
磁

的
方

法
に

よ
る

記
録

・
保
存

の
み

が
認

め
ら
れ

る
）

。
 

(
5
)
 

運
行

記
録
計
（

国
土

交
通
大

臣
が

行
う

型
式
の

認
定

を
受

け
た

デ
ィ

ジ
タ
ル

式
運

行
記

録
計

又
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

デ
ィ

ジ
タ

ル
式

運
行

記
録

計
に

よ
る

も

の
に

限
る

。
）
に

よ
る

記
録
・
保
存

に
つ

い
て

は
、
「

運
行

記
録

計
に

よ
る

記
録
等

の
電

磁
的

方
法

に
よ

る
記

録
・
保

存
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
に

よ
ら

ず
、
書

面
又

は
電
磁

的
方

法
に
よ

る

記
録
・
保

存
の

い
ず
れ

で
も

差
し

支
え

な
い
（

一
般

貸
切

旅
客

自
動

車
運

送
事
業

者
に

あ
つ

て

は
、

電
磁

的
方

法
に
よ

る
記

録
・

保
存

の
み

が
認
め

ら
れ

る
）

。
 

(
6
)
 
「

構
造
上

の
理
由

に
よ

り
電

磁
的

方
法

に
よ
る

記
録

が
困

難
な

場
合

」
に

つ
い

て
は
、
例
え

ば
ボ

ン
ネ

ッ
ト

バ
ス
等

年
式

が
極

め
て

古
い

車
両
等

が
挙

げ
ら

れ
る

。
装

着
が
困

難
で

あ
る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
複
数

の
デ

ジ
タ

ル
式

運
行

記
録
計

の
メ

ー
カ

ー
か

ら
、
装

着
が

困
難

で
あ

る

旨
の

回
答

を
受

領
し
、

そ
の

回
答

に
つ

い
て

車
両
を

保
有

し
な

く
な

る
ま

で
保

存
す

る
こ
と

。

  

(
6
)
 
「

構
造
上

の
理
由

に
よ

り
電

磁
的

方
法

に
よ
る

記
録

が
困

難
な

場
合

」
に

つ
い

て
は
、
例
え

ば
ボ

ン
ネ

ッ
ト

バ
ス
等

年
式

が
極

め
て

古
い

車
両
等

が
挙

げ
ら

れ
る

。
装

着
が
困

難
で

あ
る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
複
数

の
デ

ィ
ジ

タ
ル

式
運

行
記
録

計
の

メ
ー

カ
ー

か
ら

、
装
着

が
困

難
で

あ

る
旨

の
回

答
を

受
領

し
、

そ
の

回
答

に
つ

い
て

車
両

を
保

有
し

な
く

な
る

ま
で

保
存

す
る

こ

と
。

  

 
 

第
2
6
条
の

2
 

事
故

の
記

録
 

第
2
6
条
の

2
 

事
故

の
記

録
 

(
1
)
 
記

録
の
作

成
時
期

は
、

当
該

事
故

発
生

後
3
0
日

以
内

と
す

る
こ

と
。

記
録
の

保
存

期
間

は
、

当
該

事
故

発
生

後
3
年
間

と
す
る

こ
と

。
な

お
、
当

該
記

録
に

つ
い

て
は

書
面
又

は
電

磁
的

方

法
に

よ
る

記
録

・
保
存

の
い

ず
れ

か
で

も
差

し
支
え

な
い

。
  

(
1
)
 
記

録
の
作

成
時
期

は
、

当
該

事
故

発
生

後
3
0
日

以
内

と
す

る
こ

と
。

記
録
の

保
存

期
間

は
、

当
該

事
故

発
生

後
3
年
間

と
す
る

こ
と

。
な

お
、
当

該
記

録
に

つ
い

て
は

書
面
に

よ
る

記
録

・

保
存

に
代

え
て

電
磁
的

方
法

に
よ

る
記

録
・

保
存
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の
と

す
る

。
  

(
2
)
・

(
3
)
 
(
略

)
 

(
2
)
・

(
3
)
 
(
略

)
 

 
 

第
3
6
条

 
運

転
者

の
選

任
等

 
第

3
6
条

 
運

転
者

の
選

任
等

 

(
1
)
～

(
3
)
 
(
略

)
 

(
1
)
～

(
3
)
 
(
略

)
 

(
4
)
 
第

2
項

の
趣

旨
は
、

法
人
タ

ク
シ

ー
事

業
に
お

い
て

、
運

行
の

安
全

と
旅
客

サ
ー

ビ
ス

を
確

保
す

る
た

め
、

従
業

員
に

対
す

る
指

導
教

育
の

徹
底

を
期

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

、
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
は

、
運

行
の

安
全

の
確

保
と

旅
客

サ
ー

ビ
ス

の
改

善
に

資
す

る
た

め
、

新
た

に
雇

い
入

れ
た

者
に

対
し

て
は

、
保

安
関

係
及

び
旅

客
サ

ー
ビ

ス
関

係
の

事
項

に
つ

い
て

、
雇

入
れ

後
の

指
導

を
行

っ
た

後
で

な
け

れ
ば

、
運

転
者

と
し

て
選

任
し

及
び

乗
務

さ
せ

(
4
)
 
第

2
項

の
趣

旨
は
、

法
人
タ

ク
シ

ー
事

業
に
お

い
て

、
運

行
の

安
全

と
旅
客

サ
ー

ビ
ス

を
確

保
す

る
た

め
、

従
業

員
に

対
す

る
指

導
教

育
の

徹
底

を
期

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

、
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
は

、
運

行
の

安
全

の
確

保
と

旅
客

サ
ー

ビ
ス

の
改

善
に

資
す

る
た

め
、

新
た

に
雇

い
入

れ
た

者
に

対
し

て
は

、
保

安
関

係
及

び
旅

客
サ

ー
ビ

ス
関

係
の

事
項

に
つ

い
て

、
雇

入
れ

後
少
な

く
と

も
1
0
日
間

の
指
導

を
行

っ
た

後
で

な
け

れ
ば

、
運
転

者
と

し
て

選
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て
は

な
ら

な
い

こ
と
と

し
た

も
の

で
あ

る
。

 
任
し

及
び

乗
務

さ
せ
て

は
な

ら
な

い
こ

と
と

し
た
も

の
で

あ
る

。
 

(
5
)
 
第

2
項
の

施
行
に

関
し

留
意

す
べ

き
点

は
、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
(
5
)
 
第

2
項
の

施
行
に

関
し

留
意

す
べ

き
点

は
、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

①
 

本
項

に
よ

る
雇

入
れ

後
の

指
導
等

は
、

原
則

と
し
て

「
新

た
に

雇
い

入
れ

た
者
」

の
す
べ

て
に

義
務

付
け

ら
れ

る
も

の
で
、

 

イ
.
 
は

じ
め
て

ハ
イ
ヤ

ー
タ

ク
シ

ー
運

転
者

に
な
ろ

う
と

す
る

者
 

ロ
.
 
他

の
地
域

で
ハ
イ

ヤ
ー

タ
ク

シ
ー

運
転

者
で
あ

っ
た

も
の

で
転

就
職

し
て
き

た
者

 

ハ
.
 
従

前
そ
の

事
業
者

に
雇

い
入

れ
ら

れ
て

い
た
後

に
再

就
職

し
た

者
 

ニ
.
 
同

一
営
業

区
域

内
の

他
事
業

者
（

系
列

事
業

者
で

あ
っ
て

も
法

人
格

が
異

な
れ

ば
他
事

業
者

と
な

る
。

）
に
雇

わ
れ

て
い

て
転

就
職

し
て
き

た
者

 

等
現

に
雇

用
し

て
い

る
運

転
者

以
外
の

者
を

雇
い

入
れ
る

場
合

の
す

べ
て

が
対

象
と
な

る
も
の

で
あ

る
。

た
だ

し
、

ハ
.
又

は
ニ

.
の

う
ち

、
選

任
し

よ
う

と
す

る
営
業

区
域

内
に

お
い
て

、
雇

入
れ

前
2
年

以
内

に
通

算
9
0
日
以

上
一

般
乗

用
旅
客

自
動

車
運

送
事

業
の

事
業
用

自
動

車
の

運

転
者

で
あ

っ
た

場
合
に

は
適

用
さ

れ
な

い
。

 

①
 

本
項

に
よ

る
雇
入

れ
後

1
0
日
間
の

指
導
等

は
、
原

則
と

し
て

「
新

た
に

雇
い
入

れ
た

者
」

の
す

べ
て

に
義

務
付
け

ら
れ

る
も

の
で

、
 

イ
.
 
は

じ
め
て

ハ
イ
ヤ

ー
タ

ク
シ

ー
運

転
者

に
な
ろ

う
と

す
る

者
 

ロ
.
 
他

の
地
域

で
ハ
イ

ヤ
ー

タ
ク

シ
ー

運
転

者
で
あ

っ
た

も
の

で
転

就
職

し
て
き

た
者

 

ハ
.
 
従

前
そ
の

事
業
者

に
雇

い
入

れ
ら

れ
て

い
た
後

に
再

就
職

し
た

者
 

ニ
.
 
同

一
営
業

区
域

内
の

他
事
業

者
（

系
列

事
業

者
で

あ
っ
て

も
法

人
格

が
異

な
れ

ば
他
事

業
者

と
な

る
。

）
に
雇

わ
れ

て
い

て
転

就
職

し
て
き

た
者

 

等
現

に
雇

用
し

て
い

る
運

転
者
以

外
の

者
を

雇
い

入
れ

る
場
合

の
す

べ
て

が
対

象
と

な
る
も

の
で

あ
る
。
た

だ
し
、
ハ

.
又

は
ニ

.
の
う

ち
、
選

任
し
よ

う
と
す

る
営

業
区

域
内
に

お
い

て
、

雇
入

れ
前

2
年

以
内
に

通
算

9
0
日
以

上
一

般
乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
の

事
業
用

自
動

車

の
運

転
者

で
あ

っ
た
場

合
に

は
適

用
さ

れ
な

い
。

 

②
 
本

項
に

よ
る
指

導
等

は
、

第
3
8
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
5
項

（
保
安

関
係
）

並
び
に

第
3
9
条
（

旅
客
サ

ー
ビ

ス
関

係
）

の
各

事
項

に
つ
い

て
行

わ
れ

る
こ

と
が

必
要
で

あ
っ

て
、

旅
客

サ
ー

ビ
ス

関
係
の

具
体

的
内

容
は
、
第

4
0
条
第

1
項

に
基

づ
き

法
人

タ
ク
シ

ー
事

業
者

が
定

め
る

指
導

要
領

に
よ

る
こ

と
と
な

る
が

、
本

項
に

よ
る

指
導
は

、
保

安
関

係
と

旅
客
サ

ー
ビ

ス
関

係
の

双
方

に
つ

い
て

行
わ
れ

る
必

要
が

あ
り

、
い

ず
れ
か

一
方

の
指

導
の

み
で
は

本
項

の
指

導
を

行
っ
た

こ
と

に
は

な
ら

な
い

。
  

②
 
本

項
に

よ
る
指

導
等

は
、

第
3
8
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
4
項

（
保
安

関
係
）

並
び
に

第
3
9
条
（

旅
客
サ

ー
ビ

ス
関

係
）

の
各

事
項

に
つ
い

て
行

わ
れ

る
こ

と
が

必
要
で

あ
っ

て
、

旅
客

サ
ー

ビ
ス

関
係
の

具
体

的
内

容
は
、
第

4
0
条
第

1
項

に
基

づ
き

法
人

タ
ク
シ

ー
事

業
者

が
定

め
る

指
導

要
領

に
よ

る
こ

と
と
な

る
が

、
本

項
に

よ
る

指
導
は

、
保

安
関

係
と

旅
客
サ

ー
ビ

ス
関

係
の

双
方

に
つ

い
て

行
わ
れ

る
必

要
が

あ
り

、
い

ず
れ
か

一
方

の
指

導
の

み
で
は

本
項

の
指

導
を

行
っ
た

こ
と

に
は

な
ら

な
い

。
  

③
 
(
略

)
 

③
 
(
略

)
 

(
削
る

)
 

④
 
1
0

日
間

の
指

導
期

間
は

、
法

令
上

要
求

す
る

最
小
限

度
の

期
間

で
あ

り
、

雇
入
れ

前
の
経

歴
に

よ
っ

て
は

、
こ
れ

以
上

の
期

間
の

指
導

が
必
要

で
あ

る
。

 

④
 
指

導
内

容
に
つ

い
て

は
、

次
の

項
目

を
実

施
す
る

。
 

⑤
 
1
0

日
間

の
指

導
内

容
に

つ
い

て
は

、
次

の
モ

デ
ル
例

に
沿

う
も

の
と

す
る

こ
と
が

望
ま
し

い
。

 

タ
ク

シ
ー

運
転

者
と
し

て
選

任
す

る
前

の
指

導
 

タ
ク

シ
ー

運
転

者
と
し

て
選

任
す

る
前
の

1
0
日
間

の
指
導

（
モ

デ
ル

例
）

 

指
導

区
分

 
指
導

の
内

容
  

1
.
 
旅

客
及

び
公
衆

に
対

す
る

応
接

 
○

 
道

路
運

送
法

関
係

法
令

に
関

す
る

基
本

的
な

知
識

の
習

得
 

○
 

タ
ク

シ
ー

事
業

の
旅

客
接

遇
に

関
す

る

基
本

的
な

心
得

の
習
得

 

指
導

区
分

ご
と

の
日
数

 
指
導

の
内

容
  

1
.
 
旅

客
及

び
公
衆

に
対

す
る

応
接

 

[
2
日

]
 

○
 

道
路

運
送

法
関

係
法

令
に

関
す

る
基

本

的
な

知
識

の
習

得
 

○
 

タ
ク

シ
ー

事
業

の
旅

客
接

遇
に

関
す

る

基
本

的
な

心
得

の
習
得

 



 
-
 
8 
- 

○
 

営
業

区
域

、
適

正
な

運
賃

・
料

金
の

収

受
、

運
賃

メ
ー

タ
ー

等
に

関
す

る
知

識
及

び
旅

客
に

対
す

る
説
明

能
力

の
習

得
 

○
 

バ
リ

ア
フ

リ
ー

対
応

の
旅

客
接

遇
の

習

得
 

2
.
 
地

理
 

○
 

営
業

区
域

内
の

主
要

施
設

の
名

称
・

位

置
、

幹
線

道
路

の
名

称
・

区
間

等
の

基
本

的
な

地
理

知
識

の
習
得

 

○
 

旅
客

を
運

送
す

る
頻

度
が

高
い

区
間

に

お
け

る
一

般
的

な
最

短
経

路
及

び
渋

滞
時

の
迂

回
経

路
の

習
得

 

○
 

右
折

禁
止

箇
所

、
駐

停
車

禁
止

箇
所

、

一
方

通
行

道
路

等
の

主
な

交
通

規
制

の
習

得
 

○
 

主
要

な
タ

ー
ミ

ナ
ル

、
集

客
施

設
に

お

け
る

入
構

及
び

待
機
の

方
法

の
習

得
 

3
.
 
保

安
関

係
 

○
 

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

が
事

業
用

自

動
車

の
運

転
者

に
対

し
て

行
う

指
導

及
び

監
督

の
指

針
（

平
成

1
3
年

1
2
月

3
日
国

土
交

通
省

告
示

第
1
6
7
6
号
）
に
示

す
教

育

内
容

の
習

得
 

○
 

国
土

交
通

大
臣

が
指

定
し

た
運

転
者

と

し
て

新
た

に
雇

い
入

れ
た

者
を

対
象

と
す

る
適

性
診

断
の

受
診

 

○
 

非
常

信
号

用
具

を
備

え
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

器
具

の
取
扱

い
 

（
削

る
）

 
（
削

る
）

 

※
上

記
に

加
え

、
指

導
員

の
添

乗
等

に
よ

る
運

転
の

実
技

指
導

に
関

し
て

も
可

能
な

限
り

実
施

す

る
こ

と
が

望
ま

し
い
。

 

○
 

営
業

区
域

、
適

正
な

運
賃

・
料

金
の

収

受
、

運
賃

メ
ー

タ
ー

等
に

関
す

る
知

識
及

び
旅

客
に

対
す

る
説
明

能
力

の
習

得
 

○
 

バ
リ

ア
フ

リ
ー

対
応

の
旅

客
接

遇
の

習

得
 

2
.
 
地

理
 

[
2
～

3
日

]
 

○
 

営
業

区
域

内
の

主
要

施
設

の
名

称
・

位

置
、

幹
線

道
路

の
名

称
・

区
間

等
の

基
本

的
な

地
理

知
識

の
習
得

 

○
 

旅
客

を
運

送
す

る
頻

度
が

高
い

区
間

に

お
け

る
一

般
的

な
最

短
経

路
及

び
渋

滞
時

の
迂

回
経

路
の

習
得

 

○
 

右
折

禁
止

箇
所

、
駐

停
車

禁
止

箇
所

、

一
方

通
行

道
路

等
の

主
な

交
通

規
制

の
習

得
 

○
 

主
要

な
タ

ー
ミ

ナ
ル

、
集

客
施

設
に

お

け
る

入
構

及
び

待
機
の

方
法

の
習

得
 

3
.
 
保

安
関

係
 

[
3
日

]
 

○
 

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

が
事

業
用

自

動
車

の
運

転
者

に
対

し
て

行
う

指
導

及
び

監
督

の
指

針
（

平
成

1
3
年

1
2
月

3
日
国

土
交

通
省

告
示

第
1
6
7
6
号
）
に
示

す
教

育

内
容

の
習

得
 

○
 

国
土

交
通

大
臣

が
指

定
し

た
運

転
者

と

し
て

新
た

に
雇

い
入

れ
た

者
を

対
象

と
す

る
適

性
診

断
の

受
診

 

○
 

路
上

故
障

発
生

時
に

お
け

る
危

険
回

避

及
び

応
急

的
対

応
の
習

得
 

4
.
 
同

乗
指

導
 

[
2
～

3
日

]
 

○
 

指
導

員
同

乗
に
よ

る
実

務
の

習
得

 

（
1
.
～

3
.
に

関
す

る
総

合
的

か
つ

実
務

的
な

指
導

）
 

 

(
6
)
 
(
略

)
 

(
6
)
 
(
略

)
 



 
-
 
9 
- 

 
 

附
 

則
（

令
和

6
年

3
月

2
9
日
付

け
国
自

安
第

1
7
9
号
、
国

自
旅

第
4
2
9
号
、

国
自

整
第

2
8
0

号
）

 

改
正

後
の

通
達

は
、
令

和
6
年

4
月

1
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

（
新

設
）

 

 



 

遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント 

（2024年 3月） 

 

【共通】 

 ○改正後の告示第４条第３号及び第８条第２号に基づき、遠隔点呼や自動点呼の要件を満

たすことで、自動車の車内や待合所、宿泊施設その他これらに類する場所（運転者の自

宅も含む。）として、実施が可能になります。 

 

 

 ○乗務「前」に障害でインターネットが通じず、遠隔もしくは対面の点呼ができない場合

は、安全性の観点から、決して乗務を行わないでください。 

○乗務中に通信障害等が発生して乗務を終了する場合、乗務「後」の点呼は、機器が使え

ない場合に限り電話での実施で構いません。この場合、運転者が所属する営業所の運行

管理者や補助者のみ点呼が実施できます。なお、電話も障害で通じない場合は、ドライ

バー名、日時、自動車のナンバー、アルコール検知器の測定結果、運行状況をドライバ

ーが記録し、障害復旧し次第、自身が所属する営業所の運行管理者等に送付し、営業所

においてはその記録を、点呼記録と同期間保存するようお願いします。 

 

【遠隔点呼】 

 ○各事業者様で告示第５条の条件を満たすことを確認し、機器を選定ください。なお、遠

隔点呼はパソコンやアルコール検知器等のベーシックな機器の組み合わせでも実施で

きることから、機器認定は行っておりません。 

 

○具体的な定量基準は設けていません。遠隔点呼を実施する際に、運行管理者等が運転者

の状況を随時明瞭に確認できるように環境照度を設定してください。 

１．車内や運転者の自宅で遠隔点呼や自動点呼を実施できるようになるのですか。 

３．遠隔点呼を実施したいのですが、どのような機器を購入すれば良いのでしょうか。 

２．通信障害やサーバーダウンにより機器による点呼が行えない場合はどうしたらよい

のでしょう。 

４．遠隔点呼機器を設置する施設・環境要件として、運転者の顔等を随時明瞭に確認でき

る環境照度の確保が求められていますが、具体的に何ルクス以上とすれば良いですか

（第６条第１号関係）。 



 

 

○これまでどおり、アルコールチェック時のなりすましがないか運行管理者等が確認する

ことは変わりませんが、遠隔点呼実施場所への監視カメラの設置を必須としていた施設

要件について、今般の改正により、監視カメラを設置せずとも、「アルコール検知機使

用時の」運転者や周囲の様子が確認できれば、クラウド型ドライブレコーダーやスマー

トフォンのカメラを使用することが可能になります。 

○必ずしもリアルタイムでなくても、遠隔点呼中に「随時」確認できれば問題ありません。

なお、アルコールチェックを遠隔点呼の直前に実施する場合においては、アルコールチ

ェック時の周囲の様子を記録した動画を遠隔点呼中に確認することは可能です。 

 

 

 ○運行管理者の指示に基づいた点呼を行う観点から、車内や宿泊所や運転者が遠隔点呼を

実施する場所について、どこで実施するのか、あらかじめ運行管理者と運転者で相談し

定めておくようにしてください。 

例）あらかじめ定める地点：武三区域内の車内 

点呼後の実施場所の記録：○○県××市の車内（※） 

（※）改正後の「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」第 24条

(3)④を参照 

 

○その上で、遠隔点呼時には、あらかじめ定めた場所で実施されているか、監視カメラや

ドライブレコーダー、スマートフォンの GPS等を使い確認をお願いします。 

 

【自動点呼】 

 ○国土交通省で認定した自動点呼機器をご利用ください。 

  ※国土交通省認定機器：https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001718834.pdf 

５．遠隔点呼機器を設置する施設・環境要件として、監視カメラの天井への設置など、な

りすまし防止対策を求めてきましたが、今回の改正で何が変わったのですか。（第６条

第２号関係）。 

 

７．遠隔点呼を車内等で実施する際、実施地点をあらかじめ定め、またそこで遠隔点呼が

実施されていることを確認する必要があるのですか（第７条第 11号関係）。 

８．自動点呼を実施したいのですが、どのような機器を購入すれば良いのでしょうか。 

６．監視カメラなど（クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを含む）

で撮影した動画はリアルタイムで確認する必要があるのでしょうか。事後の確認でも良

い場合、全部の動画を等倍速で確認しなければいけないのですか。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001718834.pdf


 

 

 ○業務前の点呼は、安全性の面から運行の可否を判断するものであり、より高い要件が求

められることから、実証事業を行い、その制度化に向け鋭意検討しているところです。

したがって、業務前の自動点呼は実施できません。 

  ※国土交通省認定機器：https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001718834.pdf 

 

 

○これまでどおり、自動点呼時のなりすましがないか運行管理者等が確認することは変わ

りませんが、自動点呼実施場所への監視カメラの設置を必須としていた施設要件につい

てき、今般の改正により、監視カメラを設置せずとも、自動点呼を受ける際の運転者や

周囲の様子が確認できれば※、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメ

ラを使用することが可能になります。 

   ※自動点呼を受ける一連の流れを動画で運行管理者等が確認できること。自動点呼時に運行管理者が

不在であれば、録画して後日運行管理者が確認できるようにしておくこと。なお、事後の動画による

確認は等倍速でなくても、明瞭に確認することができれば問題ありません。 

 

 

 

○動画については、点呼の実施中又は実施後のいずれかで確認できれば問題ありません

（自動点呼実施時は運行管理者等が不在の場合が想定されるため、録画して事後確認する

ケースが多いと思います）。事後に確認する場合は、等倍速でなくても、明瞭に確認するこ

とができれば問題ありません。 

 

 

 

 

１０．自動点呼機器を設置する施設・環境要件として、監視カメラの天井への設置など、

なりすまし防止対策を求めてきましたが、今回の改正で何が変わったのですか（第１０

条関係）。 

 

９．自動点呼は業務前では実施不可でしょうか。 

１１．監視カメラなど（クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを含

む）で撮影した動画はリアルタイムで確認する必要があるのでしょうか。事後の確認で

も良い場合、全部の動画を等倍速で確認しなければいけないのですか。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001718834.pdf


 

 

○ 営業所又は車庫で業務後自動点呼を行う場合は、従前と同様、自動点呼機器が持ち出

されないよう必要な措置を講じることが必要ですが、車内、待合所、宿泊施設その他

これらに類する場所で行う場合は、自動点呼機器をワイヤーロック等でくくりつける

などの対応は不要です。ただし、あらかじめ定めた場所で業務後自動点呼が行われて

いるか、業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認する必要が

あります。 

１２．これまで自動点呼機器が持ち出されないよう、営業所にワイヤーロック等でくくり

つけていましたが、今後はこのような措置が不要となるのですか（第 11 条第３号及び

第 12号関係）。 


